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１．社会福祉法人の現状
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※出典：厚生労働省福祉行政報告例（国所管は厚生労働省社会・援護局福祉基盤課調べ）

○社会福祉法人の数は、多少鈍化はしているものの、引き続き、増加している。（平成30年度→令和元年度：60件増）

社会福祉法人数の推移
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所在地（主たる事務所）別法人数

所在地（主たる事務所）別法人数
・ 社会福祉法人の所轄庁から登録のあった社会福祉法人（20,941法

人）の基本情報に基づき、その法人数を「所在地（主たる事務所）
別」に集計した結果である。

（n=20,941法人）

910 

523 

333 

259 
228 249 

298 

507 

350 

499 

854 

681 

1,078 

787 

440 

204 

307 

223 248 

351 
300 

463 

666 

317 
263 

471 

1,198 

797 

226 220 

109 

265 

371 

459 

306 

175 192 216 196 

1,149 

251 

534 

670 

342 
383 

595 

478 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

4

社会福祉法人数の状況（都道府県別）

※出典：社会福祉法人電子開示システム（現況報告書（平成31年４月１日現在）等）データ



「サービス活動収益」の規模別の法人の割合

※出典：社会福祉法人電子開示システム（現況報告書（平成31年４月１日現在）等）データ 5

「サービス活動収益」の規模別の法人の
割合

・ 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムに
より、所轄庁に現況報告書等（現況報告書、計
算書類及び社会福祉充実計画）の届出を行った
社会福祉法人（20,533法人*）にあって、
『「サービス活動収益」の規模別の法人の割合』につ
いて集計した結果である。
*分類が困難なデータを含む法人は集計から除外している。

・ 1億～2億円未満（26.4%）が最も多く、次いで、
1億円未満（14.1%）、2億～3億円未満
（13.6%）と続いている。

・ また、サービス活動収益の平均は約6億円である。

サービス活動収益

平均:約6億円
（559,597,096円）

（n=20,533法人）
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社会福祉法人の事業展開

○社会福祉法人の事業分野については、全体の約75%が単独事業分野の法人であり、収益規模が5億未満の場合は約88%が単独事業
分野を実施しているのに対し、20億以上の場合は、約86%が複数の事業分野を実施している。

〇収益規模が5億未満の社会福祉法人について、児童福祉分野のみを行う法人の割合が多い。

※平成31年4月1日時点の現況報告書（福祉医療機構現況報告書開示システムより、厚生労働省福祉基盤課にて集計）
※社会福祉協議会、一部データに不備のある法人を除く。

〇 収益規模別、社会福祉事業分野別の社会福祉法人の割合
※各法人が実施している社会福祉事業について、高齢、児童、障害、その他の4分野に分けて集計 （複数の分野を実施している場合は、「複数事業」として分類）
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※ 保育所等・障害分野：平成29年社会福祉施設等調査（平成29年10月１日現在）より抽出
介護分野：平成29年介護サービス施設・事業所調査（平成29年10月１日現在）より抽出

※なお、「社会福祉施設等調査」「介護サービス施設・事業所調査」はそれぞれの分野の施設・事業所数について集計したもの
であり、同一の社会福祉法人が複数の施設・事業所を運営している場合でも、重複してカウントがなされるため、「社会福祉法人」
それぞれの分野の合計が社会福祉法人数となるものではない。

区分 保育所等 障害分野 介護分野

総計 ２７，１３７（100.0%） １４０，２８３（100.0%） １４９，０７８（100.0%）

行政 ８，７１６（ 32.1%） ２，５１８（ 1.8%） １，９１４（ 1.3%）

社会福祉協議会 － ６，１２６（ 4.4%） ４，８６１（ 3.3%）

社会福祉法人 １４，４９３（ 53.4%） ４１，１３７（ 29.3%） ３８，８０５（ 26.0%）

その他 ３，９２８（ 14.5%） ９０，５０２（ 64.5%） １０３，４９８（ 69.4%）

（医療法人） １５（ 0.1%） ４，０７６（ 2.9%） ２５，８８５（ 17.4%）

（公益法人・日赤） ５６（ 0.2%） ５０８（ 0.4%） ８４６（ 0.6%）

（営利法人） １，６８６（ 6.2%） ５９，６３１（ 42.5%） ６７，８６６（ 45.5%）

（その他） ２，１７１（ 8.0%） ２６，２８７（ 18.7%） ８，９０１（ 6.0%）
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社会福祉施設等における経営主体の参入の状況



※出典：福祉行政報告例。ただし、社会福祉協議会・共同募金会・社会福祉事業団の件数を除く。

○ 合併認可件数（年度別）

○ 社会福祉法人の法令上の合併の手続き
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社会福祉法人の法人合併の現状

○社会福祉法人の合併認可件数は、年間１０～２０件程度で推移している。

○平成２８年の社会福祉法人制度改革において、一般財団法人を参考に、合併に関する規定の整備を行った（平成２９年４月施行）。
（※）合併契約に関する事項（記載事項、備置き・閲覧義務、承認手続等）の規定追加、合併・法人の種別（吸収合併（消滅法人・存続法人）、新設合併（消滅法人・設

立法人））毎に必要な手続の規定追加 等
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1

件数 8 19 6 16 6 14 9 22 10 12 20



合併目的（重複回答可） 回答件数 割合
合併存続法人
の実施事業

回答件数 割合
合併存続法人の

収益規模
回答
件数

割合

業績不振法人の救済のため 44 84.6% 高齢 31 59.6% 1億円以上5億円未満 16 30.8%

人的資源の効率化、合理化のため 24 46.2% 障害 32 61.5% 5億円以上10億円未満 14 26.9%

財務資源の効率化、合理化のため 20 38.5% 児童 21 40.4% 10億円以上 20 38.5%

役員の後継者不足のため 10 19.2% その他 23 44.2%

○合併目的（その他の回答）

・質の高い多様な福祉サービスを総合的に推進するため。
・多様な支援機能を有することで、複雑化する対象者の支援
ニーズに応えるため。

・領域の拡大に伴う一体的な福祉の増進
等

合併消滅法人
の実施事業

回答件数 割合
合併消滅法人の

収益規模
回答
件数

割合

高齢 28 53.8% 1億円未満 12 23.1%

障害 17 32.7% 1億円以上5億円未満 35 67.3%

児童 26 50.0% 5億円以上10億円未満 3 5.8%

その他 14 26.9% 10億円以上 2 3.8%

※厚生労働省社会・援護局福祉基盤課実施アンケート結果（平成31年２月）
有効回答：52（一部項目に不備のある回答を含む。）

合併の種別、合併理由

○合併を行った社会福祉法人に対して実施した調査では、合併目的について、「業績不振法人の救済のため」との回答が最も多く、次い
で、「人的資源の効率化、合理化のため」との結果であった。

○また、合併消滅法人の収益規模は、 9割以上が５億円未満との回答であった。

※他に規模の記載が無い法人が２ある。
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※出典：福祉行政報告例。

○ 解散認可又は認定件数（年度別）

社会福祉法人の解散の状況について

○ 社会福祉法人は、①評議員会の決議、②定款に定めた解散事由の発生、③目的たる事業の成功の不能、
④合併（合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。）、⑤破産手続開始の決定、⑥所轄庁の解散命令 によって解散する。
（社会福祉法第46条第１項）

○ ①評議員会の決議又は③目的たる事業の成功の不能による解散は、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に
財産目録や貸借対照表等を添付し、所轄庁に提出し、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
※②定款に定めた解散事由の発生又は⑤破産手続開始の決定による解散の場合、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

○ 社会福祉法人の解散認可又は認定件数は年間９件程度、解散命令件数は年間０～１件程度で推移している。

○ 解散命令件数（年度別）
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1

件数 8 7 6 15 4 8 6 16 11 9 13

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1

件数 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0



社会福祉法人の事業展開に係るガイドラインについて

○ 成⾧戦略フォローアップ（閣議決定）において、「希望する法人が、大規模化や協働化に円滑に取り組めるよう、（中略）
2019年度中を目途に、好事例の収集やガイドラインの策定等を行う。」が示される。

○ 社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書に「希望する法人向けのガイドライン策定を進めるべき」との記述が入る。
○ これらを踏まえ、令和元年度 社会福祉推進事業「社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究事業」において、経営者向け

ガイドライン案、実務担当者向けマニュアル案を検討した。
○ 同推進事業でとりまとめられたガイドラインを元に、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」を策定し、第25回福

祉部会（R2.7.15）にて議論、原案どおり承認される。その後、パブコメを経て令和２年９月に基盤課⾧通知により周知。なお、
実務担当者向けマニュアルについては、社会福祉推進事業の成果物として事務連絡にて周知（併せてHP掲載）。

（２）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保

③ 医療・介護現場の組織改革や経営の大規模化・協働化
イ）医療法人・社会福祉法人の経営の大規模化等

・社会福祉法人の事業の協働化・大規模化の促進方策等について、有識者による検討会を開催し、2019年度中に結論を得る。また、希望する法人が、大規模
化や協働化に円滑に取り組めるよう、合併等の際の会計処理の明確化のための会計専門家による検討会による整理も含め、2019年度中を目途に、好事例の
収集やガイドラインの策定等を行う。

１社会福祉法人の連携・協働化の方法
（３）希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備

所轄庁が合併等の手続きへの知見に乏しいとの意見や、実際に法人が合
併等に苦労したとの意見等を踏まえ、合併や事業譲渡、法人間連携の好
事例の収集等を行い、希望する法人向けのガイドラインの策定（改定）
を進めるべきである。

策定経緯

（参考）成⾧戦略フォローアップ（令和元年6月21日閣議決定）

（参考）社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書（令和元年12月）
◎座⾧

荒牧登史治 独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンターリサーチチームチームリーダー
浦野 正男 全国社会福祉法人経営者協議会 地域共生社会推進委員会委員
児玉 安司 新星総合法律事務所 弁護士
澤田 和秀 日本知的障害者福祉協会 社会福祉法人経営の在り方検討委員会委員
菅田 正明 法律事務所 First Penguin 弁護士・社会保険労務士
髙谷 俊英 全国私立保育園連盟 常務理事
竹中 淳哉 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課 課⾧代理

◎ 松原 由美 早稲田大学人間科学学術院 准教授
皆川 恭英 全国老人福祉施設協議会 副会⾧
吉岡 浩二 日本公認会計士協会 社会福祉法人専門委員会専門委員

（参考）「社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究事業」 検討会委員
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社会福祉法人の事業展開に係るガイドラインの概要

事業展開の種類と期待される効果
事業展開の基本的な考え方

社会福祉法人が行う事業展開は、公益性・非営利性を十分に発揮し、社会福祉法人に寄せられている期待に応える非営利法人として、経営基盤を強化し良質かつ適切
な福祉サービスの提供が実現しうる観点から行われるべき

事業展開全体の効果
事業展開の種類と各々の効果

法人間連携 合併 事業譲渡等

○ 新たな福祉サービスや複
雑化、多様化した福祉課
題への対応

○ 一法人では対応が難しい
課題への対応（外国人材
の確保など）

○ 合併、事業譲渡等の手続
きに比べ容易で、意思決
定から実行までが短時間
で済む

○経営基盤の強化、事業効率化
・ 法人が一体となり、本部機能や財務基盤が強化され、事業安定性や継

続性が向上等
・ スケールメリットによる資材調達などのコスト削減

○サービスの質の向上、組織活性化
・ 相手方法人の人材、ノウハウ、設備等資源の活用により、サービスの

質の向上
・ 職員間の意識向上、新たな法人風土の醸成

○人材育成
・ 新たな領域の知識・技能・経験の交流により、スキル拡大・向上
・ 外部講師招へい、外部研修参加機会の確保など、教育環境の充実

○合併の効果に加え、
・ 事業継続が困難になっ

ている社会福祉事業を事
業譲渡により継続

・ 事業譲受けによる即戦
力資源の活用や新設、増
設に比べ迅速な事業展開
や事業化に関する負担軽
減等

合併、事業譲渡等に共通する事項

○法人所轄庁等への事前相談
○利用者や職員に対する十分な説明と理解の促進
○寄附財産（租税特別措置法関係）や国庫補助を受けている財産について税務署、行政庁への相談

合併 事業譲渡等

主
な
手
続
き

社会福祉法に規定される手続
① 理事会、評議員会における合併契約の決議
② 合併契約に関する書類の備置き及び閲覧等
③ 合併の法人所轄庁の認可
④ 債権者保護手続きにおける官報による公告
⑤ 登記手続
⑥ 事後開示、書面等の備置き・閲覧等

○ 事業を譲受ける法人
譲受ける事業について新規の許認可等の手続き

○ 事業を譲渡す法人
事業廃止などの各種手続き

○ 合併と異なり、包括承継がされないため、利用者、職員、調理、清掃などの委託業務等、土地、建物など
事業に関連するものは、改めて契約行為が必要

留
意
点

○ 当事者法人の十分な協議、当事者間の適切な合
意形成

○ 消滅法人の退職役員に対する報酬について、社
会福祉法に基づく手続きにより規定された基準
を厳守

○ 租税の取扱として、租税特別措置法第40条適
用を継続する場合の申請

○ 事業の譲渡しは、利用者へのサービス提供継続に資するために実施するもので、譲渡先法人の事業実施可
能性等に関する事業所管行政庁へ事前協議の実施

○ 相手方法人の関係者が特別の利益供与の禁止対象者（評議員、理事、監事、職員など）となる場合、特別
の利益供与の禁止規定や利益相反取引の制限規定に抵触しないよう留意

○ 資産を譲渡する際には、法人設立時等の寄附者の持分、剰余金の配分が無く、解散時の残余財産の帰属先
が社会福祉法人、国庫等になっていることに留意し、法人外流出に当たらないよう、適正な評価を行った上
で価格を検討

○ 資産を譲受ける際には、不当に高価で譲受することは、法人外流出に当たる可能性があることに留意し、
適正な評価を行った上で価格を検討

○ 租税の取扱として、有償又は無償に関わらず、寄附財産の譲渡は租税特別措置法第40条適用の取消（納付
義務）

○ 一般的に有償で譲渡する場合は国庫補助金の返還（納付義務）

合併、事業譲渡等の主な手続きと留意点
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社会福祉法人の今後の課題

（人口減少、少子高齢化、核家族化の進行など）

○ 生産年齢人口が減
少する中、他産業に増
して、いかに人材を確
保していくか、そのた
めの魅力ある職場をい
かにつくっていくか

○ 不採算であっても
地域生活に不可欠な福
祉サービスをどのよう

に維持していくか

○ 近年、頻発する自
然災害に対して、いか
に利用者の生命・身体
を守り、事業継続を

図っていくか

○ 地域ニーズの変化
に対応した法人の事業

展開をどのように考え、
どのような経営戦略を

持つか

○ 地域の「公器」で
ある社会福祉法人を

次世代にいかに引き継
いでいくか

社会保障・社会福祉制度による対応に加え、個々の法人においてもどのようにこうした課題に対応していくか

○ 複雑化、多様化す
る地域住民の福祉ニー
ズにいかに対応してい

くか



２．社会福祉連携推進法人制度の概要
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14歳以下 15～64歳 65歳以上 高齢化率

総
人
口
と
65
歳
以
上
人
口
割
合

１
年
間
の
出
生
数
（
率
）

（万人） （％）

増加
＋127万人

1億2,617万人
1億1,913万人

8,808万人
減少

▲335万人

減少
▲632万人

より急速に
減少

▲2,346万人

86.5万人
（1.36）

79.8万人
（1.43）

53.6万人
（1.44）

（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

今後の人口構造の急速な変化
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（出所） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分した人口）」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

1990年(実績) 2025年 2040年

75歳～
599( 5%)

65～74歳
894( 7%)

総人口
1億2,361万人

総人口
1億2,254万人

65～74歳
1,681(15%)

20～64歳
5,543(50%)

～19歳
1,629(15%)

総人口
1億1,092万人

７５

６５

歳

75歳～
2,239(20%)

20～64歳
7,610(62%)

～19歳
3,258(26%)

２０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

～19歳
1,943(16%)

75歳～
2,180(18%)

65～74歳
1,497(12%)

20～64歳
6,635(54%)

○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2040年には、人口は1億1,092万人に減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約35％となる。

2019年(実績)

65～74歳
1,739(14%)

75歳～
1,849(15%)

総人口
1億2,617万人

～19歳
2,103(17%)

20～64歳
6,925(55%)

団塊世代
（1947～49年

生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年

生まれ）

日本の人口ピラミッドの変化

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

万人
５０ １００ １５０ ２０００ ２５０
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２０１９年度
（令和元年度）

２０２３年度
（令和５年度）

２０２５年度
（令和７年度）

○ 第８期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、
・2023年度には約２３３万人（＋約２２万人（5.5万人/年））
・2025年度には約２４３万人（＋約３２万人（5.3万人/年））
・2040年度には約２８０万人（＋約６９万人（3.3万人/年））
となった。 ※（）内は2019年度（211万人）比

※ 介護職員の必要数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員の必要数に、介護予防・日常生活支援総合事業のうち
従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員の必要数を加えたもの。

○ 国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職
の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。

注１）2019年度（令和元年度）の介護職員数約211万人は、「令和元年介護サービス施設・事業所調査」による。
注２）介護職員の必要数（約233万人・243万人・280万人）については、足下の介護職員数を約211万人として、市町村により第８期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量（総合事業

を含む）等に基づく都道府県による推計値を集計したもの。
注３）介護職員数には、総合事業のうち従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を含む。
注４）2018年度（平成30年度）分から、介護職員数を調査している「介護サービス施設・事業所調査」の集計方法に変更があった。このため、同調査の変更前の結果に基づき必要数を算出している第

７期計画と、変更後の結果に基づき必要数を算出している第８期計画との比較はできない。

約
22
万
人

第８期計画期間（2021～2023） 第９期計画期間（2024～2026）

約２１１万人

約２３３万人
約２８０万人

約
69
万
人

～～ ～～～～

約２４３万人 ～ ～
～ ～

～ ～

約
32
万
人

２０４０年度
（令和22年度）
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◆一方、地域の実践では、多様なつながりや参加の機会
の創出により、「第４の縁」が生まれている例がみられる

○ 人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の担い手
が減少しており、例えば、近年大規模な災害が多発する中で
災害時の支援ニーズへの対応においても課題となるなど、
地域社会の持続そのものへの懸念が生まれている

○ 高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会とのつながりや
社会参加の機会に十分恵まれていない

〈共同体機能の脆弱化〉〈共同体機能の脆弱化〉

○ 地域のつながりが弱くなり支え合いの力が低下するとと
もに、未婚化が進行するなど家族機能が低下

○ 経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる日本
型雇用慣行が大きく変化

血縁、地縁、社縁という、日本の社会保障制度の基
礎となってきた「共同体」の機能の脆弱化

⇒ 制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの
人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える
新たなアプローチが求められている。

◆一方、地域の実践では、福祉の領域を超えて、農業や産
業、住民自治などの様々な資源とつながることで、多様な社
会参加と地域社会の持続の両方を目指す試みがみられる

○ 日本の社会保障は、人生において典型的と考えられるリスクや課題を想定し、その解決を目的として、それぞれ現金給付や福
祉サービス等を含む現物給付を行うという基本的なアプローチの下で、公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現してきた。

○ これにより、生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、社会福祉の分野では、生活保護、高齢者介護、障害福祉、児
童福祉など、属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が提供されるようになった。

○ その一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化（社会的孤立、ダブルケア・いわゆる8050）している。こ

れらの課題は、誰にでも起こりうる社会的なリスクと言えるが、個別性が極めて高く、対象者別の各制度の下での支援の実践に
おいて対応に苦慮している。

＜人口減による担い手の不足＞＜人口減による担い手の不足＞

日本の福祉制度の変遷と現在の状況
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社会福祉法人の連携・協働化に関する政府の文書

○ 経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日 閣議決定）
第３章 「経済・財政一体改革」の推進
４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題
（１）社会保障

（医療・介護サービスの生産性向上）
（略）人口減少の中にあって少ない人手で効率的に医療・介護・福祉サービスが提供できるよう、ＡＩの実装に向けた
取組の推進、ケアの内容等のデータを収集・分析するデータベースの構築、ロボット・ＩｏＴ・ＡＩ・センサーの活用
を図る。また、診療能力向上のための卒前・卒後の一貫した医師養成過程を整備するとともに、総合診療医の養成を促
進する。従事者の業務分担の見直し・効率的な配置、介護助手・保育補助者など多様な人材の活用、事業所マネジメン
トの改革等を推進する。介護の経営の大規模化・協働化により人材や資源を有効に活用する。

○ 経済政策の方向性に関する中間整理（平成30年11月26日 未来投資会議・まち・ひと・し
ごと創生会議・経済財政諮問会議・規制改革推進会議）

第２章 成⾧戦略の方向性 ２．全世代型社会保障への改革
③疾病・介護予防（保険者の予防措置へのインセンティブ）及び次世代ヘルスケア（「いつでもどこでもケア」）
（２）次世代ヘルスケア（「いつでもどこでもケア」）

（複数の医療法人・社会福祉法人の合併・経営統合等）
・経営の安定化に向けて、医療法人・社会福祉法人それぞれの経営統合、運営の共同化の方策や、医療法人と社会福祉

法人の連携方策を検討する。

○ 成⾧戦略フォローアップ（令和元年６月21日 閣議決定）
Ⅱ．全世代型社会保障への改革 ５．次世代ヘルスケア （２）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保 ③ 医療・介護現場の組織改革や経営の大規模化・協働化
イ）医療法人・社会福祉法人の経営の大規模化等

・社会福祉法人の事業の協働化・大規模化の促進方策等について、有識者による検討会を開催し、2019年度中に結論
を得る。
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１ 設置の趣旨
人口減少や急速な高齢化、地域社会の脆弱化等の社会構造が変化し、国民の抱える福祉ニーズの多様化・複雑化が

進み、また、2040年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が更に深刻化する恐れがある中、社会福
祉法人の事業展開等の在り方について検討を行うため、有識者による検討会を開催する。

２ 主な検討項目
・ 複数法人による協働化等、社会福祉法人の事業の効率性やサービスの質の向上に向けた連携の促進方策について

・ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の促進方策について 等

３ 構成員 (敬称略・五十音順)

４ 開催経過
（第１回）2019年４月19日 社会福祉法人制度の現状と課題等

（第２回）2019年５月15日 関係者からのヒアリング等
（第３回）2019年６月17日 これまでの議論の整理について
（第４回）2019年10月29日 社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度について
（第５回）2019年11月29日 関係者からのヒアリング等
（第６回）2019年12月10日 報告書案について

神田 浩之 京都府健康福祉部地域福祉推進課長
久木元 司 日本知的障害者福祉協会

社会福祉法人経営の在り方検討委員会委員長
柴 毅 日本公認会計士協会常務理事

◎田中 滋 埼玉県立大学理事長
千葉 正展 独立行政法人福祉医療機構

経営サポートセンターシニアリサーチャー
塚本 秀一 全国私立保育園連盟常務理事

原田 正樹 日本福祉大学副学長
藤井 賢一郎 上智大学総合人間科学部准教授
松原 由美 早稲田大学人間科学学術院准教授

松山 幸弘 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
研究主幹

宮田 裕司 全国社会福祉法人経営者協議会
地域共生社会推進委員会委員長

本永 史郎 全国老人福祉施設協議会

総務・組織委員会社会福祉法人改革対策本部長

（◎：座長）

社会福祉法人の事業展開等に関する検討会
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○ 社会福祉法人の連携・協働化の方法
① 社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携

・ 社会福祉協議会の役割に鑑み、社会福祉法人の連携の中核として、都道府県域での複数法人間連携による地域貢献の取組を更に推進
するなど、社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要である。

・ 厚生労働省は、社会福祉協議会の連携の取組とも連携しながら、法人間連携を引き続き推進すべきである。

② 社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設
・ 法人間連携の枠組みとして、社会福祉協議会を通じた連携や合併・事業譲渡があり、これらの方策についても活用できる環境の整備が重

要であるが、社会福祉法人の非営利性・公益性等を踏まえつつ、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度により、既存の方策の中
間的な選択肢の創設を図るべきである。

③ 希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備
・ 所轄庁が合併等の手続への知見に乏しいとの意見や、実際に法人が合併等に苦労したとの意見等を踏まえ、合併や事業譲渡、法人間連

携の好事例の収集等を行い、希望する法人向けのガイドラインの策定を進めるべきである。
・ 組織再編に当たっての会計処理について、社会福祉法人は法人財産に持分がないことなどに留意しつつ、会計専門家による検討会で整理

を進めるべきである。

○ 連携・協働化に向けた今後の課題
・ 今後、福祉サービスの質の向上のためには、本報告書で提言した手法が実際に機能するよう、厚生労働省が関係団体と協力して取り組む

必要がある。
・ 現行の社会福祉法人の資金等の取扱いについて、法人本部の運営に要する経費に充当できる範囲を拡大するべきとの意見や、法人内の

１年以上の貸付を認めるべきとの意見があり、この点については厚生労働省において、必要性、実施可能性も含めた検討を行うべきである。

我が国の社会の人口動態を見ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加
する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうし
た人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズ
がますます複雑化・多様化してきている。

このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図
るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分
野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。

社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書（概要）
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地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）の概要

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点
から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護の
データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和３年４月１日(ただし、３②及び５は公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日、３③及び４③は公布日)

施行期日

改正の概要

※地域共生社会：子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業

及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き

高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の

情報の提供を求めることができると規定する。
② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、
社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。

③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提
供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】
① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。
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社会福祉連携推進法人の設立状況について

24

○ 令和４年10月13日現在、認定があった社会福祉連携推進法人は４法人。



社会福祉連携推進法人の設立相談について（窓口一覧）①
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社会福祉連携推進法人の設立相談について（窓口一覧）②
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１ 設置の趣旨
○ 社会福祉連携推進法人制度の施行に向け、その具体的な運営の在り方等について検討を行う。

２ 構成員(敬称略・五十音順) 
川原 丈貴 川原経営グループ 代表

（座長）田中 滋 埼玉県立大学 理事長
松原 由美 早稲田大学人間科学学術院 准教授
宮川 泰伸 独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部福祉審査課長
山田 尋志 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ 代表

３ 検討項目等
○ 2020年11月に社会・援護局局長の下、本検討会を設置し、以下のような項目について、議論を進める。

（１）社会福祉連携推進法人の業務内容

・ 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・ 災害対応に係る連携体制の整備
・ 社会福祉事業の経営に関する支援
・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付
・ 福祉人材不足への対応（福祉人材の確保や人材育成）
・ 設備、物資の共同購入

（２）社会福祉連携推進法人のガバナンスルール

・ 社員の範囲
・ 社員の議決権の取扱い
・ 評議会の運営

（３）社会福祉連携推進法人による貸付けの実施方法 等

４ 開催経過
2020年11月９日
2020年12月10日
2021年２月９日
2021年３月８日
2021年４月26日

第１回 社会福祉連携推進法人の施行に向けた検討について
第２回 山田構成員からのヒアリング、論点整理（社会福祉連携推進業務①）
第３回 論点整理（社会福祉連携推進業務②）

第４回 論点整理（社会福祉連携推進業務③・法人ガバナンスルール等）
第５回 とりまとめ案について
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社会福祉連携推進法人制度の創設について

○ 人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとと
もに、こうした福祉ニーズに対応することが求められている。

○ このため、社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会
福祉法人の新設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携
推進法人」を創設する。
（※） 合併認可件数は、年間10～20件程度。

要
件
を
満
た
し
た
も
の
を
認
定
・
監
督

【社員総会】（連携法人に関する事項の決議）
意見具申

（社員総会、理事会は意見を尊重）

【理事会】（理事６名以上及び監事２名以上）

連携法人の業務を執行

【社員の範囲】
・ 社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
・ 社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者

【社会福祉連携推進業務】

・ 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・ 災害対応に係る連携体制の整備
・ 社会福祉事業の経営に関する支援
・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付
・ 福祉人材不足への対応（福祉人材の確保や人材育成）
・ 設備、物資の共同購入
※ 人材確保の業務の一環として、連携法人の社員（社会福祉事業を経営する者）が行う労働者の
募集の委託について、一定の要件のもと、労働者の委託募集の特例を認める。

※ 社会福祉連携推進法人は、上記以外の業務について、社会福祉連携推進業務への支障を及ぼ
す恐れがない範囲で実施可能。社会福祉事業を行うことは不可。

【評議会】
（地域関係者（福祉サービスを受ける立場に
ある者、社会福祉に関する団体、地域福祉の

実情を知る専門家等）の意見の集約）

所
轄
庁
（
都
道
府
県
知
事
、
市
長
（
区
長
）
、
指
定
都
市
の
長
、

厚
生
労
働
大
臣
の
い
ず
れ
か
）

※

社
会
福
祉
法
人
と
同
様
。
事
業
区
域
等
に
よ
り
決
定
。

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）

（→ 社会福祉法人等が、法人の自主的な判断のもと、円滑に連携 ・協働しやすい環境整備を図る。）
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特徴

主な項目の比較

参加可能な法人
形態 参加、脱退の難易 地域 資金

緩
や
か
な
連
携

自主的な連携、
業務連携

○ 合意形成が比較的容易
○ 資金面、人事面も含めた一体

的な連携は稀。

限定なし 参加、脱退は法人の
自主的判断 限定なし

対価性がある費用以
外は法人外流出とし
て禁止

社会福祉協議
会を通じた連携 限定なし 参加、脱退は法人の

自主的判断

社協の圏域に限
定（都道府県、
市町村）

対価性がある費用以
外は法人外流出とし
て禁止

社会福祉連携
推進法人

 法人の自主性を確保し
つつ、法的ルールに則っ
た一段深い連携、協働
化が可能

 連携法人と社員との資
金融通を限定的に認め
る

 社会福祉事業を行うこと
は不可

 社会福祉法
人その他社
会福祉事業
を経営する
者

 社会福祉法
人の経営基
盤を強化す
るために必
要な者

 参加、脱退は
原則法人の
自主性を尊
重(社会福祉
法人への貸
付等の業務
では一定の
制約を検討)

 限定なし
(活動区域
は指定）

 社員である社
会福祉法人か
ら連携法人へ
の貸付を本部
経費の範囲内
で認める

（法人レベル）
合併
(施設レベル）
事業譲渡

○ 経営面、資金面も一体になる
ことで、人事制度も含めて一体
経営が可能

○ 経営権、人事制度の変更につ
ながるため合意形成に時間を要
する。
(合併は年間10件程度）

(合併）
・社会福祉法人
(事業譲渡）
・限定なし

・参加は法人の自主
的判断だが脱退は
困難

限定なし

・同一法人であれば
資金の融通は可能
・事業譲渡の資金の
融通は事例による

連
携
・
結
合
の
度
合

連
携
・
結
合
の
度
合

低

高

社会福祉連携推進法人とこれまでの連携方策との比較
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社会福祉連携推進法人設立による効果

30

① 複数法人が共同で一定の業務を行うことによ
るスケールメリットの導入、経営コストの縮減

② 複数法人が負担する会費等で運営
される事務体制のシェアリング

③ 連携推進法人としてのブランディング
による地域住民・求職者への訴求力強化

⑤ 相談窓口間のリファー、空き定員の紹
介等他法人が保有するサービス資源の共有

⑥ 「地域における公益的な取組」の共同実施
等による地域に不足するサービス資源の創出

地域福祉の一層の推進

個々の社員（社会福祉法人等）
の経営基盤強化

④ サービス手法、人材育成、新規事業所
開設等他法人のノウハウの共有



連携推進法人の業務運営

【連携推進法人】

社員A 社員B 社員C

入会金
※ 連携法人立ち上げ費用等

会費
※ 法人の事務局運営費用等

委託費
※ 特定の事業の運営費用等

そ
の
他
業
務
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
は
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
充
当

○ 社員から会費等を徴収。 ○ 会費等により、事務職員や事務室を確保。
※ 社員の法人の事業に支障のない範囲で兼務・共用可。

○ 会費等により、理事会、社員総会等を運営。

※ 関係者に対する特別の利益供与は禁止。

その他業務

社会福祉連携推進業務

○ 会費等により、業務を実施。

会費等の支払義務（一般法人法第27条）

※ 社員以外に対する役務の提供や、社員以外も対
象にした調査研究・出版等の事業が考えられる。

（理事会） （社員総会）
（社会福祉連携
推進評議会）

社会福祉連携推進業務の実施、会計処理、役員報酬等基
準の策定、計算書類等の作成、備置き・閲覧、情報公表等
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社会福祉連携推進法人の活用例① 【地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援】

32

福祉ニーズの多様化の中で、地域共生社会の推進
に対応できる法人が地域にない。個々の法人での対
応が限定的になっている。

小規模法人において「地域における公益的な取組」
を単独で実施する余力がない。

「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」を
活用した、社協を中心とした法人間連携

合併等まで至らないが、地域共生社会に資するより強
い連携が可能な制度

異なる種別の施設の統合を希望する法人が円滑に取
り組めるための合併、事業譲渡等のガイドラインの改
定

【課題】 【対応策】

社会福祉連携推進法人の業務

 活動地域における地域課題の把握

 活動内容、社員の強みを踏まえた役割
分担の決定

 社員の資源を活用して、地域共生社会
の実現に資する取組を実施

関係自治体 社会福祉連携推進法人
地域課題
の共有

社会福祉法人
特別養護老人ホー
ム、デイケア

NPO
引き
こもり
支援

地域住民の持つ課題
（ひきこもり、８０５０問題等・・・。）

（例）各社員（施設）を相談窓口として、地域の多様な福祉ニーズに対応

社会福祉法人
障害者就労支援

事業

地域に
おける公
益的な
取組の
実施

社会福祉法人
保育所

NPO
サポ
ステ

窓口（各施設）への相談

相談内容に応じた
法人間、施設間の連絡、調整



社会福祉連携推進法人の活用例② 【災害対応に係る連携体制の整備】

33

災害時における施設の継続や、被災後の受け入れ
先に課題がある。

災害時に、地域の福祉に関する避難場所として期待
が寄せられる存在であるが、災害支援拠点として準備、
体制準備が十分でない。

被災地では、社会福祉法人も大きなダメージを受け、
職員自身も被災するなかで、個々の法人の対応だけ
では、十分な体制を構築することは困難。

「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」を
活用した、社協を中心とした体制構築

社協の圏域を超えて災害時の体制整備に資する連携
が可能な制度の創設

社会福祉連携推進法人の業務

【平常時】
 災害時における各社員の役割や費用負

担を整理

【災害時】
 社員の被害状況の把握、利用者の安否

確認
 被災施設利用者の移動調整、応援職員

の調整
 福祉避難所等への応援職員の派遣等

自治体への協力、支援

【課題】 【対応策】

福祉避難
所等

関係自治体 社会福祉連携推進法人

A特別養護
老人ホーム

被災特別養
護老人ホーム

B障害者支援
施設被災施設

利用者の移動
被災施設

利用者の移動

調整

発電機、飲料水等の相互融通

応援職員の派遣
や物資の供給等

県外施設、法
人、団体

応援職員、
物資の要請

社
員

（例）社会福祉施設の災害時の連携



社会福祉連携推進法人の活用例③ 【社員である社会福祉法人への資金の貸付】
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人口減少により、福祉ニーズの総量が減少し、法人
（施設）の経営が成り立たない。

地域の他の社会福祉法人に対する支援を行いたいが、
直接的な資金面の支援ができない。

合併、事業譲渡より緩やかな形での社会福祉法人の
経営基盤強化が可能な制度の創設

社会福祉事業の安定的な運営に必要な原資としての
活用により希望する法人の円滑な事業譲渡や合併の
取り組みを支援

【課題】 【対応策】

社会福祉連携推進法人の業務

 支援対象法人、支援の方法（貸
付等を含む。）の決定

（例）
○ 建替費用、修繕費用、ＩＣＴ

などの新規投資費用資金
の貸付等

○ 経営ノウハウの提供
○ 役職員派遣

関係自治体
地域住民

社会福祉連携推進法人
課題の
共有

社員
（支援対象）

山間地にある
社会福祉法人

資金の貸付等
経営ノウハウの提供

役職員派遣

資金の貸付等
経営ノウハウの提供

役職員派遣

社員
（支援対象以外）

社会福祉
法人A

社会福祉
法人B

（例）山間地の社会福祉法人の支援



社会福祉法人A
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人B
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人C
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人D
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人β
（貸付対象社員）

【認定所轄庁】

【社会福祉連携推進法人α】

【貸付金】
※ 貸付金を活用した

基金の造成は不可

○ 貸付原資の提供は、直近３カ年度の本
部拠点の事業活動計算書における当期
活動増減差額の平均額を上限。

○ 社会福祉連携推進
法人は貸付金の使
用状況等を確認。

① 貸付けの内容に係る当事者間での検討
② 各社員の内部機関における意思決定

③ 社会福祉連携推進方針の認定申請
※ あらかじめ社会福祉連携推進法人の

理事会・社員総会の承認要

⑤ 貸付原資提供社員と社会福祉連携推進法人との
貸付契約を締結

④ 認定

○ 以下のような内容を合意する。
（１）貸付対象社員の事業計画（貸付金額、使途、

返済スケジュール等）
（２）貸付対象社員における予算・決算等の重要

事項の承認方法
（３）返済の延滞時や不能時の取扱い 等

⑦ 貸付けの実行⑧ 貸付金の使用
状況の報告

施設・事業所に供する建物
の修繕、軽微な改修

従業員の採用、処遇改善
に係る費用

【貸付金の使途のイメージ】

⑥ 社会福祉連携推進法人と貸付対象社員との貸付契約を締結

○ 貸付金の返済は、３年を上限に当
事者間の合意により、期限を設定。

○ 認定に当たっては、貸付けの内容について、
必要に応じ貸付原資提供社員及び貸付対象社
員の所轄庁等に対して情報提供・意見照会。

社会福祉連携推進法人が行う貸付けの基本スキーム

○ 複数の社会福祉連携
推進法人から同時に
貸付けを受けること
はできない。
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共同研修の実施

社会福祉連携推進法人の活用例④ 【福祉人材不足への対応】

国内人材
・個々の法人で人材を募集しても、集まらない。募集に伴う経費
が掛かる。離職率が高い。
・人材育成に悩んでいる。
外国人材
・どのように受入れて良いかわからない。
・技能実習生を受け入れるための監理団体の手数料が高い。
・受け入れた外国人材の生活をどのように支援して良いか分か
らない。

・地域医療介護総合確保基金等を活用した介護従事者の確保
・福祉人材センターによるマッチング支援
・外国人介護人材受入促進のための各種事業の実施
・社協を中心とした法人間連携による人材確保支援
・国内人材確保・育成、外国人材確保において、地域に限定さ
れず、より強い連携が可能な制度の創設
・希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるためのガ
イドラインの改定等

社会福祉連携推進法人の業務

 社員の職員の人材確保業務の代行
人材のリクルートやマッチングなど、人
材確保業務を代行する。

 社員の職員の人材育成支援業務
社員の職員に対する研修の実施など
社員の職員のキャリアアップを支援す
る。

 社員間の人材交流支援
社員間で職員の人事交流を推進する。

 労務管理支援
社員のキャリアパスや給与体系の共
通化に向けた調整を行う。

【課題】 【対応策】

B障害者支援
施設

C保育所

（例）社員による職員の人材育成や採用活動の共同実施

社会福祉連携推進法人

大学などの福祉従事者養成施設

社員の職員の
リクルート

A特別養護
老人ホーム
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厚生労働省
（都道府県労働局）

社員である法人の職員の
募集を実施

B障害者支援
施設

C保育所

＜特例がない場合＞

社会福祉連携推進法人

A特別養護
老人ホーム

○ 社会福祉連携推進法人の人材確保の業務の一環として、連携法人の社員が行う労働者の募集の委託について、労働者の
委託募集の特例を認める。

○ 具体的には、特例がない場合、各法人が受けなければならない厚生労働大臣（都道府県労働局長）の委託募集に係る許可
について、一定の要件のもと、連携法人による届出で実施可能とするもの。

37

社会福祉連携推進法人の委託募集の特例の手続（イメージ）

＜特例がある場合＞

職員募集を委託

各法人が、職員募集の委託について許可を受ける

（※）許認可等の権限の所在は、次のとおり。
・ 厚生労働大臣（自県外募集で、 一の都道府県からの募集人員が30 人以上のもの及び募集人員総数が100 人以上のもの）
・ 都道府県労働局長（上記以外のもの）

厚生労働省
（都道府県労働局）

社員である法人の職員の
募集を実施

B障害者支援
施設

C保育所

社会福祉連携推進法人

A特別養護
老人ホーム

職員募集を委託

連
携
法
人
が
、
ま
と
め
て
委
託
募
集
の
届
出

（※）委託について連携法人に報酬を支払う場合、委託の許可
に併せて、報酬の認可が必要となる。

（※）委託について連携法人に報酬を支払う場合、委託の届出時に、
報酬の認可が必要となる。



社会福祉連携推進法人の活用例⑤ 【社会福祉事業の経営に関する支援、設備・物資の共同購入】
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法人単独の社会福祉事業の機能強化には限界がある。
ロボット、センサー、ＩＣＴの活用、経営管理が十分進ま
ない現状にある。

法人間連携による社員の経営力の向上

社会福祉事業の経営力向上のための共同購入などよ
り強い連携が可能な制度の創設

【課題】 【対応策】

社会福祉連携推進法人
の業務

 社員の社会福祉事業の経
営に係る業務の企画・立
案

 社員に対するコンサルティ
ング

 社員の現場の生産性の向
上に資するシステムの企
画

 ロボット、センサー、ICTの
活用等装置の共同購入

社会福祉連携推進法人

特別養護老
人ホームA

特別養護老
人ホームB

特別養護老
人ホームC

研究機関○現場のデータ提供
○分析結果の提供

現場のデータ入手
分析結果のフィードバック

分析結果を踏まえた、コンサルティン
グ等を通じて課題発掘

・ 人材育成
・ 経営改善
・ ケア向上

巡回指導
アドバイザー派遣

装置メーカー

ITシステム
ウェア企業

（例）特別養護老人ホームを持つ社員によるICTの活用促進

特別養護老
人ホームD

○システム企画
○経営改善提案
○設備等の共同購入

経営コンサル
ティング企業



○ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に支障がない範囲において、以下の要件を満たす社会福祉連携
推進業務に関連する業務を行うことは可能とする。

① 当該業務の事業規模が社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること
② 当該業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
③ 法第132条第４項に基づき、社会福祉事業を実施できないこととされており、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係
の事業についても、同様に実施できないこと

※ 対象者を社員の従業員の家族に限定しているサービスは、社会福祉事業ではなく、社員による従業員への福利厚生の一環
と整理できるため、人材確保等業務として実施可能である。

社会福祉連携推進業務
に係る事業費

全体事業費

社会福祉連携推進業務
以外の業務（社会福祉連携
推進業務に関連する業務に
限る。）に係る事業費

（50％）

② 当該業務を行うことによっ
て社会福祉連携推進業務
の実施に支障を及ぼすおそ
れがないものであること

③ 社会福祉事業には該当
しない社会福祉関係の事
業についても、同様に実施
できないこと

① 当該業務の事業規模が
社会福祉連携推進法人
全体の事業規模の過半に
満たないものであること

（参考） 社会福祉連携推進業務以外の業務について
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社会福祉連携推進法人の行う業務（まとめ） １／２

社会福祉連携推進業務

①地域福祉支援業務 ②災害時支援業務 ③経営支援業務 ④貸付業務

内容
地域福祉の推進に係る取組を社

員が共同して行うための支援
災害が発生した場合における社

員が提供する福祉サービスの利用
者の安全を社員が共同して確保す
るための支援

社員が経営する社会福祉事業の
経営方法に関する知識の共有を図
るための支援

資金の貸付けを通じた社会福祉
事業に係る業務を行うのに必要な
資金を調達するための支援

業務の要件

① 地域福祉の推進に係る取組で
あること

② 当該取組を社員が共同して行
うものであること

③ 当該取組を連携推進法人が支
援するものであること

① 災害が発生した場合において、
社会福祉事業を経営する社員が
提供する福祉サービスの利用者
の安全を確保するための取組で
あること

② 当該取組を社員が共同して行
うものであること

③ 当該取組を連携推進法人が支
援すること

① 社員が経営する社会福祉事業
の経営方法に関する知識の共有
を図る取組であること

② 当該取組を連携推進法人が支
援するものであること

① 社会福祉法人である社員に対
する貸付けであること

② 当該貸付けに係る原資は、貸
付けを受ける社員以外の社会福
祉法人である社員から連携推進
法人に対して貸付けを受けたも
のであること

業務の着眼点

いわゆる「地域における公益的
な取組」を含め、社員が行う地域
福祉に関する取組の促進に資する
業務

災害時において、社員が提供す
る福祉サービスに係る事業継続性
の確保や相互支援体制の整備など
に資する業務

社員の経営の適正化又は効率化
などに資する業務

貸付対象社員が行う社会福祉事
業の継続に最低限必要と認められ
る経費であって、貸付対象社員が
行う社会福祉事業の安定的な運営
に必要な施設・設備の改修や職員
の人件費等に係る経費であること

業務例

・ 地域住民の生活課題を把握す
るためのニーズ調査の実施

・ ニーズ調査の結果を踏まえた
新たな取組の企画立案、支援ノ
ウハウの提供

・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周
知・広報

・ 社員が地域の他の機関と協働
を図るための調整

・ 社員の経営する施設又は事業
所の利用者であって、判断能力
が不十分なもの等に対する法人
後見

・ 災害時支援ニーズの事前把握
・ いわゆる業務継続計画の策定
や避難訓練の実施

・ 被災した社員の経営する施設
等に対する被害状況調査の実施

・ 被災施設等に対する応急的な
物資の備蓄・提供

・ 被災施設等の利用者の他施設
への移送の調整

・ 被災施設等で不足する人材の
応援派遣の調整

・ 地方公共団体との連絡・調整

・ 社員に対する経営ノウハウ等
に関するコンサルティングの実
施

・ 賃金テーブルの作成等人事・
給与システムに関するコンサル
ティングの実施

・ 社員の財務状況の分析・助言
・ 社会福祉法人会計に関する研

修の実施等適正な財務会計の構
築に向けた支援

・ 社員の特定事務に関する事務
処理の代行

・ 社員の施設等における外国人
材の受入れ支援（介護職種に係
る技能実習の監理団体として行
う業務に限る。）
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社会福祉連携推進法人の行う業務（まとめ） ２／２

社会福祉連携推進業務
その他業務

⑤人材確保等業務 ⑥物資等供給業務

内容

社員が経営する社会福祉事業の
従事者の確保のための支援及びそ
の資質の向上を図るための研修

社員が経営する社会福祉事業に
必要な設備又は物資の供給

社会福祉連携推進業務以外の業
務であって、社会福祉連携推進業
務に関連するもの

業務の要件

① 社員が経営する社会福祉事業
の従事者の確保のための支援

or
② 社員が経営する社会福祉事業
の従事者の資質の向上を図るた
めの研修

① 社員が経営する社会福祉事業
に必要な設備又は物資であるこ
と

② 当該設備又は物資を連携推
進法人が供給すること

業務の着眼点

社員が提供する福祉サービスの
従事者の確保、その職場への定着、
資質の向上などに資する業務

社員の物資調達に係る費用の効
率化、事務負担の軽減などに資す
る業務

業務例

・ 社員合同での採用募集
・ 出向等社員間の人事交流の調
整

・ 賃金テーブルや初任給等の社
員間の共通化に向けた調整

・ 社員の施設等における職場体
験、現場実習等の調整

・ 社員合同での研修の実施
・ 社員の施設等における外国人
材の受入れ支援（経営支援業務
である介護職種に係る技能実習
の監理団体として行う業務を除
く。）

・ 紙おむつやマスク、消毒液等
の衛生用品の一括調達

・ 介護ベッドや車いす、リフト
等の介護機器の一括調達

・ 介護記録の電子化等ICTを活
用したシステムの一括調達

・ 社員の施設等で提供される給
食の供給

・ その他業務を行う場合は以下
の要件を満たすことが必要。

① その他業務の事業規模が連携
推進法人全体の事業規模の過半
に満たないものであること

② その他業務を行うことによっ
て社会福祉連携推進業務の実施
に支障を及ぼすおそれがないも
のであること

③ 社会福祉事業その他社会福祉
を目的とする福祉サービス事業
でないこと
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社会福祉連携推進法人の作成書類

書類 作成 備置き・閲覧 毎会計年度の
届出 公表 備考

定款 ○
（一般法人法10）

○
（一般法人法14＋法34の２）

× ○
（法59の２）

※ 定款変更の都度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第１号）

社会福祉連携推進方針 ○
（法126）

○
（通知） × ○

（通知）
※ 連携推進方針変更の都度、公表
（備置き・閲覧、公表の根拠については、通知で措置。）

貸借対照表 ○
（一般法人法123）

○
（一般法人法129＋法45の32）

○
（法59）

○
（法59の２）

※ 毎会計年度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第３号）

損益計算書 ○
（一般法人法123）

○
（一般法人法129＋法45の32）

○
（法59）

○
（法59の２）

※ 毎会計年度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第３号）

事業報告 ○
（一般法人法123）

○
（一般法人法129＋法45の32）

○
（法59）

×

附属明細書 ○
（一般法人法123）

○
（一般法人法129＋法45の32）

○
（法59）

×

監査報告 ○
（一般法人法99）

○
（一般法人法129＋法45の32）

○
（法59）

×

財産目録 ○
（法45の34）

○
（法45の34）

○
（法59）

×

役員等名簿 ○
（法45の34）

○
（法45の34）

○
（法59）

○
（法59の２）

※ 毎会計年度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第３号）

社員名簿 ○
（一般法人法31）

○
（一般法人法32）

× × ※ 住所情報を除く、社員の一覧等については、事業の概要等の項目
に位置付け、公表。

役員報酬等基準 ○
（法45の34）

○
（法45の34）

○
（法59）

○
（法59の２）

※ 社員総会の承認を受ける都度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第２号）

事
業
の
概
要
等

現況報告書 ○
（法45の34）

○
（法45の34）

○
（法59）

○
（法59の２）

※ 毎会計年度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第３号）

社会福祉連携推進評議会
による業務の評価結果

○
（法127＋通知）

○
（法45の34）

○
（法59）

○
（法136）

※ 毎会計年度、公表
（法第144条の規定により準用される第59条の２第１項第３号）

事業計画 △
（定款上定めがある場合のみ）

○
（法45の34）

○
（法59）

× ※ 備置き・閲覧、届出は、定款上、作成の定めがある場合のみ必要

※ 「一般法人法○」は、「一般社団法人及び一般財団法人関する法律」における根拠規定を、「法○」は、「社会福祉法」における根拠規定を示す。
※ 定款及び社会福祉連携推進方針については、その変更に当たって所轄庁の認可等が必要（第139条・第140条）であることから、毎会計年度の届出は不要。 42



○ 一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められた基準
を満たすものを都道府県知事が認定

（認定基準の例）
・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が２以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること

○ 医療連携推進区域（原則地域医療構想区域内）を定め、区域内の病院等の連携推進の方針（医療連携
推進方針）を決定

○ 医療連携推進業務等の実施
診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付
（基金造成を含む）、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等

○ 参加法人の統括（参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる）

（参考）地域医療連携推進法人制度の概要（参考）地域医療連携推進法人制度の概要

(例)医療法人Ａ （例）公益法人Ｂ ・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体 等病院 診療所

参画（社員） 参画（社員）参画（社員）

（例）NPO法人Ｃ

介護事業所

参画（社員）

参加法人
（非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人）

都
道
府
県
医
療
審
議
会

意
見
具
申

社員総会
（連携法人に関する

事項の決議）

地域医療連携
推進評議会

意見具申（社員
総会は意見を尊重）

地域医療連携推進法人

・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、新たな法人の認定制度
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保

理事会
（理事３名以上及
び監事１名以上）

連携法人の
業務を執行

都
道
府
県
知
事

認
定
・
監
督
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（参考）地域医療連携推進法人の参加法人に対するアンケート調査結果①

連携法人に参加して良かった点・期待を上回った点（主な意見）

○連携強化

• 連携法人参加施設同士の意見交換など、今まで一施設では得ることのできなかった情報を得ることができるようになっ
た。

• 他施設ご担当者様と顔の見える関係が得られ、様々な情報交換ができる点。

• 医療機関単体では発想できなかった、実施が困難であった事業について、連携法人に参加していることで実施が可能と
なったこと。また、他の参加法人からも、そういった視点での事業提案がなされるようになっており、そういった土壌が構
築されつつある点は期待を上回っている。

• 医療安全・院内感染症対策など他施設の蓄積されたノウハウなどの共有・指導が受けられる点。

○人材確保・人材派遣・人事交流

• 連携法人により専門的知識のある事務員を派遣してもらい、当法人のスキルアップ研修を行う事ができた。

• 連携法人内における看護師等の人事交流（出向）が進み、人材確保に苦戦している法人においては、助かっているもの
と評価しています。

• 連携推進法人参加の法人単独で運営してきた訪問看護ステーションを統合することによって安定した人材の確保と経営
が期待されている。

地域医療連携推進法人連絡会議（平成31
年１月25日）参考資料②より抜粋
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※ 調査時点で認定を受けていた７の連携推進
法人に参加している参加法人へアンケートを実
施したもの。



（参考）地域医療連携推進法人の参加法人に対するアンケート調査結果②

連携法人に参加して良かった点・期待を上回った点（主な意見）

○人材育成、共同研修

• 医療従事者向け勉強会や研修業務が充実 してきた。

• 法人の事業として医師育成活躍支援事業を行っている。この事業は医療介護総合確保事業の補助金を活用し、過疎地
域に勤務する若手・中堅医師の医療技術の向上と地域医療の経験を積むために、研修・研鑽を行えるよう支援し、医師
の地域偏在の解消を図ることを目的 としている。事業の内容としては「研修のための代診医派遣」「構成病院内で行う研
修会・カンファレンスの開催」「学会等の研修会参加」など。補助金を活用し研修会・学会等へ参加できるので、出張制限
のある病院では好評である。また、テレビ会議システムを用いたセミナーを開催しており、地理的障害を解消し、セミナー
参加の利便性向上等が図れている。

• 法人間の研究発表会に参加することで職員の意識向上に役立っている。

○経営上のメリット

• 医薬品共同購入により、経費および業務の効率化が図れた。

• 医療機器の共同購入などの情報が得られる点。

• 大型医療機器の購入や保守契約の価格交渉で優位となった。

○その他

• 地域を支えるステイクホルダーの考え方がわかったこと。

• 知名度が上がった。

• 連携法人だとしても運営面の縛りがない 。

• 統合再編における役割について、関係者の理解が進んでおり、医師をはじめとしたスタッフについて優秀な人材の確保
ができているほか、職員の新病院へのモチベーションが高まるなど期待した以上の効果が得られている。
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地域医療連携推進法人連絡会議（平成31
年１月25日）参考資料②より抜粋

※ 調査時点で認定を受けていた７の連携推進
法人に参加している参加法人へアンケートを実
施したもの。



３．社会福祉連携推進法人の認定等
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社会福祉連携推進法人の設立に向けた手続フロー

※ その他、社会保険や労働保険、税務などの観点から、社会保険事務所や労働基準監督署、税務署等への手続が必要となる。

設立準備

設立時役員の調査

公証人による定款の認証

登記

設立時社員総会

社会福祉連携推進認定の申請
（社会福祉法第127条）

社会福祉連携推進認定
（社会福祉法第128条・第129条）

名称変更登記
（社会福祉法第130条第２項）

・ 一般社団法人の名称から社会福祉連携推進法人の名称への変更を登記。
・ 法務局への名称変更登記の申請に当たっては、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付。

・ 定款の内容や役員体制、役員報酬や会費の在り方、業務内容等について検討。
・ 一般社団法人の設立と同時に社会福祉連携推進認定の申請を行う場合は、一般社団法人の設立に係る基準

のみならず、社会福祉連携推進認定に係る認定基準を踏まえたものを検討することが必要。

・ 原始定款を策定し、公証人による認証を受けることが必要。
・ 原始定款において設立時役員を定めなかったときは、公証人の認証後、遅滞なくこれを定める必要。
※ 一般法人法

第十三条 第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

・ 設立時役員は、選任後遅滞なく、当該一般社団法人の設立手続が法令又は定款に違反していないかを調査。
※ 一般法人法

第二十条 設立時理事（設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、
設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。）は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立
の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。

・ 主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記することにより、一般社団法人が成立。
※ 一般法人法

第三百一条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいず
れか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第二十条第一項の規定による調査が終了した日
二 設立時社員が定めた日

・ 社会福祉連携推進方針や役員報酬規程、会費規程、当該一般社団法人の成立の日における貸借対照表等を
承認。
※ 一般法人法
第百二十三条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を
作成しなければならない。

・ 認定所轄庁に対し、社会福祉連携推進認定を申請。
・ 申請に当たっては、申請書に加え、定款、社会福祉連携推進方針その他社会福祉法施行規則に定める添付

書類の添付が必要。

・ 認定所轄庁は、認定を通知し、その旨公示。
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社会福祉連携推進法人の認定等に関する手続

○ 社会福祉連携推進法人の認定所轄庁は、社会福祉法人と同様、原則として、主たる事務所の所在地の都道府県が担うこと
になるが、市域において業務を行う場合は市、主たる事務所が指定都市にあって同一都道府県内で市域をまたがって業務を
行う場合は指定都市、全国規模で行われる場合は国が担うこととなる。

○ その上で、認定所轄庁は、以下のような役割を担うこととなる。

○ 社会福祉連携推進認定
（認定の基準）
第百二十七条 所轄庁は、社会福祉連携
推進認定の申請をした一般社団法人が
次に掲げる基準に適合すると認めると
きは、当該法人について社会福祉連携
推進認定をすることができる。（以下
略）

○ 社会福祉連携推進認定
の公示
（認定の通知及び公示）
第百二十九条 所轄庁は、社会福祉連携
推進認定をしたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、その旨をその
申請をした者に通知するとともに、公
示しなければならない。

【認定手続】

○ 定款変更認可・届出受理

（定款の変更等）
第百三十九条 定款の変更（厚生労働省
令で定める事項に係るものを除く。）
は、社会福祉連携推進認定をした所轄
庁（以下この章において「認定所轄
庁」という。）の認可を受けなければ、
その効力を生じない。（以下略）

○ 社会福祉連携推進方針
の変更認定
（社会福祉連携推進方針の変更）
第百四十条 社会福祉連携推進法人は、
社会福祉連携推進方針を変更しようと
するときは、認定所轄庁の認定を受け
なければならない。

○ 代表理事の選定・解職認
可
（代表理事の選定及び解職）
第百四十二条 代表理事の選定及び解職
は、認定所轄庁の認可を受けなければ、
その効力を生じない。

【認定後の変更手続】

○ 社会福祉連携推進認定
の取消
（社会福祉連携推進認定の取消し）
第百四十五条 認定所轄庁は、社会福祉連携推
進法人が、次の各号のいずれかに該当すると
きは、社会福祉連携推進認定を取り消さなけ
ればならない。（以下略）

○ 社会福祉連携推進認定
取消の公示
（社会福祉連携推進認定の取消し）
第百四十五条
３ 認定所轄庁は、前二項の規定により社会福
祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、その旨を公示
しなければならない。（以下略）

○ 社会福祉連携推進認定
取消に係る変更登記の嘱託
第百四十五条第五項により準用される公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第二十九条
６ 社会福祉法第百三十九条第一項に規定する
認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規
定する社会福祉連携推進認定の取消しをした
ときは、遅滞なく、当該社会福祉連携推進法
人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所
に当該社会福祉連携推進法人の名称の変更の
登記を嘱託しなければならない。（以下略）

【認定取消手続】

○ 社会福祉連携推進法人に
対する監督
（監督）
第百四十四条により準用される第五十六条 認
定所轄庁（第百三十九条第一項に規定する認
定所轄庁をいう。以下同じ。）は、この法律
の施行に必要な限度において、社会福祉連携
推進法人に対し、その業務若しくは財産の状
況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会
福祉連携推進法人の事務所その他の施設に立
ち入り、その業務若しくは財産の状況若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させること
ができる。（以下略）

○ 一時役員・代表理事の選
任
（役員等に欠員を生じた場合の措置）
第百四十三条により準用される第四十五条の六
２ この法律若しくは定款で定めた社会福祉連
携推進法人の役員の員数又は代表理事が欠け
た場合において、事務が遅滞することにより
損害を生ずるおそれがあるときは、認定所轄
庁（第百三十九条第一項に規定する認定所轄
庁をいう。）は、利害関係人の請求により又
は職権で、一時役員又は代表理事の職務を行
うべき者を選任することができる。

【監督】

48
※ 上記のほか、清算時の届出の受領、認定取消時の残余財産の贈与に係る通知などの役割がある。



原則 例外

右記に該当しない場合 市域のみで事業を行う場合

市域を越えて１の都道府県の区
域内で事業を行う場合

２以上の地方厚生局の管轄区
域にわたり事業を行うものであっ
て、厚生労働省で定める場合

主たる事務所が指定都市

① 社員の主たる事務所が全て
の地方厚生局にわたり、かつ
社会福祉連携推進業務の全て

を行うもの（省令事項）
又は

② 社員の主たる事務所が全て
の都道府県に所在し、かつ社
会福祉連携推進業務のうち２
以上の業務を行うもの（通知

事項）

国 × × × ○

都道府県 ○ × × ×

指定都市 × ○ ○ ×

市 × ○ × ×
49

認定所轄庁の区分



社会福祉連携推進認定の基準

認定基準（社会福祉法第127条） 具体的内容

第１号 ① 社会福祉連携推進業務を主たる目的としているこ
と

・ 定款上、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進する旨及び②地域にお
ける良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強
化に資する旨が記載されていること

・ 社会福祉連携推進業務に係る事業費が社会福祉連携推進法人全体の事業規
模の過半を超えていること

第２号
② 社員が社会福祉法人、社会福祉事業を経営する者

等により構成され、その過半数が社会福祉法人であ
ること

・ 社員は法人であること
・ 社員は２以上であること
・ 社員は、①社会福祉法人、②社会福祉法人以外の社会福祉事業を経営する
法人、③その他社会福祉を目的とする福祉サービス事業を経営する法人、④
社会福祉事業等従事者を養成する機関を経営する法人のいずれかであること

・ 地方自治体は社員となることができないこと
・ 社員の過半数が社会福祉法人であること
・ 議決権の過半数が社会福祉法人であること

第３号 ③ 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足
りる知識及び能力並びに財産的基礎があること

・ 理事会、社員総会、社会福祉連携推進評議会等必要な組織機関が全て備
わっていること

・ 業務運営の実施体制が確保されていること
・ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度において事業支出に相当す

る収入が確保される見通しがあること

第４号 ④ 社員の資格の得喪につき、不当な条件がないこと ・ 定款例を参照し、定款上、社員の資格の得喪のルールが適切に規定されて
いること

第５号

⑤ 定款に必要事項が記載されていること
ア 社員の議決権に関する事項

イ 役員に関する事項

ウ 代表理事を１人置く旨

エ 理事会を置く旨及び理事会に関する事項

オ 事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人の記載事項

カ 社会福祉連携推進評議会を置く旨及び構成員の選任・解任の方法

キ 貸付対象社員が予算の決定又は変更等を決定するに当たって、あらかじめ

当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨

ク 資産に関する事項

ケ 会計に関する事項

コ 解散に関する事項

サ 社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方公共団体等に贈与する旨

シ 清算時に残余財産を国等に帰属させる旨

ス 定款の変更に関する事項

・ 定款例を参照し、必要な事項が全て記載されていること
※ 社員の議決権については、１社員１議決権を原則としつつ、①不当に差別的な

取扱いではない、②社員が提供する金銭等の価額に応じた取扱いではない、③
１の社員に対し、議決権総数の半数を超える配分をしないといった要件を満たす
場合は、原則とは異なる取扱いも可能。

※ 理事の特殊関係者（配偶者、三親等以内の親族のほか、事実婚の関係にある
者、使用人等）が３人を超えて含まれず、理事及びその特殊関係者が理事総数
の１／３を超えて含まれてはならないこと。

※ 理事のうち同一法人出身者は、理事総数の１／３（社員が２の場合にあっては１
／２）を超えて含まれてはならないこと。

※ 残余財産の帰属先については、国、地方公共団体、他の社会福祉連携推進法
人、社会福祉法人とすること。 等 50



社会福祉連携推進認定申請に必要な書類

① 申請書（※別記様式２）

② 定款（※社会福祉連携推進法人定款例を参照の上、作成）

③ 社会福祉連携推進方針（※別記様式３）

④ 登記事項証明書（※当該一般社団法人に係るもの）

⑤ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

⑥ 法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類（※別記様式４）

⑦ 法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類（※別記様式５）

⑧ 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

⑨ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類

⑩ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類

⑪ 認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録

⑫ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

⑬ その他認定所轄庁が必要と認める書類

○ 社会福祉連携推進法人の認定に当たっては、一般社団法人として設立した上、次の書類を整えた上で、認
定所轄庁あて申請を行う。

51※ 認定申請段階で貸付業務を行う予定がある場合は、上記に加え、貸付けに係る事前合意書等貸付業務の内容等に関する書類の添付が必要。



社会福祉連携推進法人の名称 社会福祉連携推進法人 ○○会

社員
社会福祉法人○○、社会福祉法人□□、社会福祉法人△△、
社会福祉法人●●、NPO法人○○

理念・運営方針

１．社会福祉連携推進業務を通じて、地域住民に安心、安全かつ質の高い福祉サービスの提供を
目指す。

２．福祉・介護人材の育成・確保、定着を目指す。
３．地域ニーズの変化を踏まえ、地域における福祉サービスを維持・確保していくため、効率的か

つ透明性の高い経営の確保を目指す。

社会福祉連携推進業務を実施する
区域

○○県及び□□県

社会福祉連
携推進業務
の内容

地域福祉支援業務 社員が共同で行う「地域における公益的な取組」の企画・立案、実施に向けた調整業務

災害時支援業務 実施なし

経営支援業務 社員の財務状況の分析・助言

貸付業務 実施なし

人材確保等業務 社員の人材の合同募集、社員間の人事交流、合同研修の実施等の調整業務

物資等供給業務 実施なし

※以下は社会福祉連携推進法人が貸付業務を行いたい場合

貸付件名 令和３年４月１日の社員○○に対する○○円の貸付け

貸付契約締結日 令和２年８月１日

貸付対象社員
の名称

社会福祉法人○○

貸付対象社員への貸付総額 ○○円

貸付対象社員における重要事項に係る
承認の方法

貸付対象社員の評議員会において、各年度の予算・決算等を決議するに当たっては、あらかじめ
社会福祉連携推進法人の理事会において、承認を受けなければならないものとする。

社会福祉連携推進方針の記載例

52
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欠格事由

① 理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者がいる一般社団法人

イ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった
日以前１年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

ロ 社会福祉法その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者（ハに該当する者を除く。）

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５
年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

② 社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない一般社団法人

③ 暴力団員等がその事業活動を支配する一般社団法人

※ ①のロにいう「その他社会福祉に関する法律」は、社会福祉法施行令において次の法律を規定する予定。
児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、

精神保健福祉士法、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区
域法（第12条の５第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。）、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護
等に関する法律、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律



４．社会福祉連携推進法人のガバナンス
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選定、解職

選任、解任

報告

監査

代表理事

説明
（求めに応じ）

説明
（求めに応じ）

【
社
会
福
祉
連
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推
進
評
議
会
】

（
社
会
福
祉
連
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推
進
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
諮
問
）

意見具申

監事 ・・・

会計監査人
（一定規模以上の法人のみ必置）

【社員総会】（社会福祉連携推進法人に関する事項の決議）

社員

【理事会】（業務執行）

理事・・・

開催日時・
議案等の
決定

招集

選任、解任
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連携推進法人に置くべき組織機関



社員

○社員総会の招集請求
○議案等の提案

【社員総会の権限（主なもの）】
・理事、監事、会計監査人の選任・解任
・社員の除名、定款の変更、計算書類の承認、役員の報酬の決定 等

※ 社員の除名、監事の解任、定款の変更等については2/3の多数による決
議が必要

※ 報酬の決定は、定款に額が定められていないときに限る。

社員総会

監事理事 会計監査人

○理事・監事・会計監査人
の選任・解任

○理事・監事の報酬決定

○説明
○社員総会の

招集(理事)

○ 社員総会は、社団の構成員たる社員の全員をもって構成される会議体であって、連携推進法人の管理・運営等に関
する決議を行う意思決定機関として位置付けられる。

○ ただし、連携推進法人は、一般法人法上の「理事会設置一般社団法人」に該当することから、日常の業務執行の決
定権限等については、理事会が担い、社員総会から一定の権限の分配が行われることとなる。

○ 社員総会の決議事項は、一般法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限定される（一般法人法第35条第2
項）とともに、一般法人法上、社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機
関が決定することができることを内容とする定款の定めは、効力を有しない（同条第4項）。

【社員に参画できる者の範囲】
・ ①社会福祉法人、②社会福祉法人以外の社会福祉事業を経営する法

人、③その他社会福祉を目的とする福祉サービス事業を経営する法人、
④社会福祉事業等従事者を養成する機関を経営する法人のいずれか

【社員の権限（主なもの）】
・ 総社員の議決権の10分の１以上の議決権を有する社員による社員総

会の招集請求（遅滞なく招集手続が行われない場合等は、裁判所の許
可を得て自ら招集が可能）〈一般法人法第37条〉

・ 総社員の議決権の30分の１以上の議決権を有する社員による議題提
案権（議題提案権の行使は、評議員会の６週間前まで）〈一般法人法第
43条②〉

・ 議案提案権（議題の範囲内で議案の提案が可能）〈一般法人法第44条〉

【その他社員に関する留意事項】
・ 社員及び議決権の過半数は社会福祉法人であること
・ ２以上の法人が社員として参画していること 等

社会福祉法人に
おける評議員会
とは異なり、代
理出席、書面に
よる議決権行使

が可能。

・・・・・

・・・・・
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① 代表理事の職務及び権限等
○ 代表理事は、社員総会及び理事会で決議された事項等について、連携推進法人の対内的・対外的な業務執行権限

を有する。また、法人の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をなすことができ、法人の代表権を有する。
○ 代表理事は、3か月に1回以上（定款で、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上とすることが可能）、自己の

職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。※業務執行理事も同様

② 業務執行理事の職務及び権限等
○ 代表理事以外に連携推進法人の業務を執行する理事として業務執行理事を理事会で選定することが可能。業務執

行理事は、代表理事とは異なり代表権はない。

③ ①及び②以外の理事の職務及び権限等
○ 代表理事及び業務執行理事以外の理事は、理事会における議決権の行使等を通じ、法人の業務執行の意思決定に

参画するとともに、代表理事や他の理事の職務の執行を監督する役割を担うこととなる。

【代表理事の権限】
・法人の代表、業務の執行〈一般法人法第77条、第90条、第91条〉

【代表理事の義務（主なもの）】
・理事会への職務執行状況の報告義務〈一般法人法第91条②〉

【代表理事の選定・解職】
・選定・解職に当たっては、認定所轄庁の認可が必要

【理事の義務（主なもの）】
・善管注意義務、忠実義務〈一般法人法第83条〉
・利益相反取引の制限〈一般法人法第84条〉
・社員総会における説明義務〈一般法人法第53条〉
・監事に対する報告義務〈一般法人法第85条〉

【理事の責任（主なもの）】
・法人に対する損害賠償責任〈一般法人法第111条〉
・第三者に対する損害賠償責任〈一般法人法第117条〉
・特別背任罪、贈収賄罪〈社会福祉法第155条、第156条〉理事会

代表理事（、業務執行理事）

代表理事の選定、
代表理事の職務執行の監督

理事会の招集

職務執行状況の報告

理事

社員総会

説明
招集

理事の選任・解任
報酬の決定（定款に額が定められていないとき）

認定所轄庁

選定・解職の認可申請 選定・解職の認可

代表理事・理事
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○ 理事会は、全ての業務執行の決定や理事の職務執行の監督を行う。
○ 法律又は定款に定める社員総会の決議事項以外の事項については、社員総会に諮る必要はない。

① 理事会の職務
(ア) 業務執行の決定
(イ) 理事の職務執行の監督
(ウ)代表理事の選定および解職

② 理事に委任することができない事項
重要な財産の処分及び譲り受け等一般法人法第90条第４項に列挙されている事項の決定については、理事に委任

することができない。

【理事会の権限（主なもの）】
・法人の業務執行の決定〈一般法人法第90条〉

・理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職
・利益相反取引の承認、計算書類・事業報告の承認

※ 以下の重要事項の決定は理事に委任できない。
① 重要な財産の処分及び譲受け
② 多額の借財
③ 重要な使用人の選任及び解任
④ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変

更及び廃止
⑤ 内部管理体制
⑥ 定款の定めに基づく役員等の責任の免除

理事会

代表理事（、業務執行理事）

代表理事の選定、
理事の職務執行の監督

理事会の招集

職務執行状況の報告

理事

社員総会

説明
招集

理事の選任・解任
報酬の決定（定款に額が定
められていないとき）

社会福祉法人と
同様、代理出席、
書面議決は不可
（「決議の省
略」の手続は

可）

理事会
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○ 監事は、理事の職務の執行を監査するために、監事には各種の権限が付与され、また義務が課される。
○ 監事が複数いる場合でも、その権限は各監事が独立して行使でき、義務は各監事がそれぞれ負う。

監事

出席、
招集請求

理事会

理事

職務執行の
監査、
事業の報告
要求、
行為の差し
止め請求

社員総会

説明
議案等の調査

監事の選任・解任
報酬の決定

【監事の権限（主なもの）】
・理事の職務執行の監査、監査報告の作成〈一般法人法第99条

①〉

・計算書類等の監査〈一般法人法第124条①〉

・事業の報告要求（理事、使用人に対し）、業務・財産
の状況調査〈一般法人法第99条②〉

・理事会の招集請求〈一般法人法第101条②・③〉

・理事の行為の差止め請求（法人に著しい損害が生ずる
おそれがあるとき）〈一般法人法第103条〉

・会計監査人の解任〈一般法人法第71条〉

【監事の義務（主なもの）】
・善管注意義務（→理事と同様）
・理事会への出席義務〈一般法人法第101条①〉

・理事会への報告義務（理事の不正行為又はそのおそれ、
法令・定款違反、著しく不当な事実があるとき）〈一般法

人法第100条〉

・社員総会の議案等の調査・報告義務（報告義務につい
ては法令・定款違反又は著しく不当な事項がある場
合）〈一般法人法第102条〉

・社員総会における説明義務（→理事と同様）〈一般法人法第

53条〉

【監事の責任】
・損害賠償責任、刑事罰等、いずれも理事と同様。
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評議員会

監事

会計監査人の
選任・解任

意見の
陳述
（監事
と意見
が異な
る場合
等） 報告

（求め
があっ
たとき
等）

会計監査
人の解任

会計監査人

【会計監査人の権限（主なもの）】
・計算書類等の監査〈一般法人法第124条②〉

・会計帳簿等の閲覧・謄写、会計に関する報告要求
（理事、使用人に対し）〈一般法人法第107条〉

・定時社員総会における意見の陳述 （計算書類の適
合性について監事と意見が異なる場合）〈一般法人法第

109条①〉

【会計監査人の義務（主なもの）】
・善管注意義務（→理事と同様）
・監事への報告義務（理事の不正行為、法令・定款違
反の重大な事実を発見したとき、監事からの求めが
あったとき）〈一般法人法第108条〉

・定時社員総会における意見の陳述（会計監査人の出
席を求める決議があったとき）〈一般法人法第109条②〉

【会計監査人の責任】
・損害賠償責任については理事と同じ。刑事罰につい
ては、贈収賄罪は適用あり。

○ 会計監査人（公認会計士又は監査法人）は、計算書類等の監査を行う。

○ 会計監査人を置く法人では、計算書類等は、理事会の承認を受ける前に、監事と会計監査人による二重の監査を受
けることになる。ただし、会計監査人による計算書類等の監査が適正に行われているときは、監事は計算書類等の監
査を省略できる。

※ 会計監査人の設置が義務付けられる法人は、前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30億円を超
える法人又は法人単位貸借対照表中の「負債の部」の「負債の部合計」が60億円を超える法人である。
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○ 社会福祉連携推進評議会は、連携推進法人の運営に地域ニーズを反映するなどのため、必置の意見具申・業務評価
機関として位置付けられ、理事会の決議に基づき、代表理事が招集して開催する。

【社会福祉連携推進評議会の構成員】
・評議会の構成員は、連携推進法人が実施する業務の

種類に応じ、福祉サービスを受ける立場にある者、
社会福祉に関する団体、学識経験を有する者を始め、
幅広い視点から、中立公正な立場で、意見を述べる
ことができるようにしなければならないこと

・社会福祉連携推進区域における福祉サービスに関す
る実情に通じている者を必ず加えること

【社会福祉連携推進評議会の権限（主なもの）】
・理事会又は社員総会において意見具申を行うこと

① 貸付を受けた社員が予算の決定又は変更等を行う場合の
連携推進法人による承認の適否

② 事業計画の内容
③ 社会福祉連携推進法人の構成員の定数の変更 等

・連携推進法人の業務評価を行うこと

社員総会

意見具申・業務評価
構成員の選任・解任

・・・・・
社会福祉連携
推進評議会

理事会

招集の決定 意見具申・業務評価
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５．社会福祉連携推進法人の会計
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社会福祉連携推進法人会計基準等の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://cmswww.mhlw.go.jp/alaya/preview?path=KmmkIrUu1636702473191&pageid=0001
57509&e=f43bea5a0303464c3dae5e03bed01ed9cc7b770a3d345bd9e15074cd59a7bbf0



１ 設置の趣旨
社会福祉法人会計基準等に関して、本検討会において会計処理にあたっての課題等について検討を行う。

２ 主な検討項目
（１）社会福祉連携推進法人の会計に関すること
（２）昨年の検討会で課題とされた事項について

① 平成２３年の新基準策定時に継続的検討事項とされた項目（社会福祉協議会等）
② 他の法人形態で適用されている会計処理の社会福祉法人会計基準への適用の要否 等

３ 構成員(敬称略・五十音順)
（座長）秋山修一郎 日本公認会計士協会常務理事

有松 義文 日本公認会計士協会非営利法人委員会 社会福祉法人専門委員長
亀岡 保夫 大光監査法人会長
林 光行 監査法人彌榮会計社代表社員（2019年6月～2020年１月）
松前江里子 日本公認会計士協会業務本部テクニカルディレクター（非営利担当）

４ 審議スケジュール・開催状況
（第１回）2020年 12月 8日
（第２回)  2021年 2月 15日
（第３回）2021年 7月 13日

※ 本検討会は、社会・援護局長が開催し、庶務は福祉基盤課において行う。
※ 検討会の議事は原則として公開する。ただし、公開することにより個人の権利利益を害するおそれがある等

の場合にあっては、座長は、非公開とすることができる。

社会福祉法人会計基準等検討会
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○ 社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人と同様、厚生労働省令で定める会計基準に従い、会計処理
を行うことが法律に規定されている。

64

社会福祉連携推進法人の会計について

社会福祉連携推進法人の会計基準等の策定に当たっては、

• 社会福祉連携推進法人は一般社団法人であるため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下

「一般法人法」という。）の会計に関する規定が適用されること。

• 社会福祉連携推進法人の社員の過半数が社会福祉法人であること。

等から、一般法人法に定めのない会計ルールは社会福祉法人会計基準を十分に斟酌するとともに、地域医療連

携推進法人会計基準も参考とした。

会 計 基 準 の 考 え 方

社会福祉法人と同様に、会計基準を厚生労働省令として位置付け、これを解説、補完するものとして運用上の

取扱い（局長通知）、運用上の留意事項（課長通知）を定めた。

会 計 基 準 の 構 成

事業区分、拠点区分は設けず、法人全体を一つの会計単位とした（法人単位での計算書類等の作成）。

会 計 の 単 位
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【参考】社会福祉連携推進法人と社会福祉法人の比較

区分 社会福祉連携推進法人 社会福祉法人

業務 ・社会福祉連携推進業務（法第125条）

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保等業務

⑥物資等供給業務

・社会福祉連携推進業務以外の業務（法第132条第3項）

事業規模が法人全体の過半に満たないこと

連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないこと

社会福祉を目的とする福祉サービス事業でないこと

※社会福祉事業は行うことができない（法第132条第4項）

・社会福祉事業（法第2条、第22条）

・公益事業（法第26条）

・収益事業（法第26条）

業務運

営に係

る主な

財源

・入会金

・会費

・業務委託費

・寄附金

・実施する社会福祉事業等に係る公的収入（報酬、措置費、給付費

等）及び利用者負担分の収入

・業務委託費

・寄附金

補

助

金

事業

整備

社会福祉事業を行うことができず、社会福祉法人のように施設整備は

原則想定されない。

社会福祉事業を行うことができないため施設整備等の補助金は原則想

定されない。

施設整備等は法人の事業にとって重要な位置付けにある

特に第一種社会福祉事業は施設整備等のため多額の補助金を受ける

基金 設置できる

※社会福祉法人である社員は拠出できない

設置できない

貸付 実施できる 実施できない

※連携推進法人の社員である社会福祉法人は、連携推進法人に対して

貸し付けを行うことが可能

基本

財産
任意 必須（法第25条）



○ 社会福祉法人会計との主な違いを示しています

66

社会福祉連携推進法人会計の特徴 １/２

1 計算書類

4 勘定科目

3 附属明細書

• 一般法人法の規定を準用し、計算書類は貸借対照表、損益計
算書（損益計算書内訳表を含む）の２種類とした。

• 損益計算書は企業会計で用いられている一般的なものとは異
なり、他の非営利法人と同様に、純資産も表す内容としてい
る。

• 計算書類の会計区分は、

 社会福祉連携推進業務会計
 その他の業務会計
 本部会計

の３区分とし、損益計算書内訳表において表示する。

• 社会福祉法人とは異なり、資金収支計算書は計算書類として
いない。（附属明細書として規定）

• 一般法人法施行規則で規定されている固定資産の明細及び引
当金の明細のほか、支払資金の増減に関する明細、社会福祉
連携推進業務の貸付業務に係る明細を加え、附属明細書は以
下の４種類とした。

 固定資産明細書
 引当金明細書
 資金収支明細書
 社会福祉連携推進業務貸付金（借入金）明細書

• 社会福祉連携推進業務貸付金（借入金）明細書以外は、基本
的には社会福祉法人の明細書と同じ構成。ただし、資金収支
明細書は、明細書ではなく計算書類の資金収支計算書と同じ
構成としている。

• 勘定科目は、一般社団法人の勘定科目に関する詳細な規定が
ないことから、社会福祉法人の勘定科目を基本としつつ、社
会福祉事業を行うことができないこと等を踏まえ、利用者や
補助金などに関連する科目は設定していない。

• 社会福祉連携推進業務のうち貸付業務に関する科目を設定し
た。

• 科目の区分は２段階とし、法人が個別に勘定科目を設定する
ことはできない。

２ 計算書類に対する注記

• 社会福祉法人の注記に、

 社会福祉連携推進目的取得財産残額
 社員との取引の内容
 基金及び代替基金の内容

を加え、社会福祉法人の計算書類等の種類、国庫補助金等特
別積立金の取崩し、担保資産に関することは規定していない。



○ 社会福祉法人会計との主な違いを示しています
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社会福祉連携推進法人会計の特徴 ２/２

８ 社会福祉連携推進目的取得財産残額

６ 基金・基本財産の会計上の取扱い

• 基金は返済義務のあるものであることから貸借対照表で独立
科目を設ける一方、基本財産は計上義務がないことから貸借
対照表の独立科目までは設けず定款で定めた場合に注記が必
要となる。

• 社会福祉連携推進法人の認定取消しに伴う贈与に関する「社
会福祉連携推進目的取得財産残額」を明確化にするため、注
記するとともに、財産目録に規定する。

９ 社会福祉法人会計基準等の改正

• 社員である社会福祉法人が、貸付業務として社会福祉連携推
進法人に貸付原資を提供する場合に必要となる勘定科目（貸
付金、受取利息、貸付金回収、貸し倒れ等）及び貸付を受け
る際の勘定科目（借入金、支払利息、償還金等）を社会福祉
法人会計基準に設定した

• 貸付原資を提供する際の拠点区分について規定した。
７ 社会福祉連携推進業務における貸付業務

５ 国庫補助金等の会計上の取扱い

• 社会福祉事業を行うことができず、社会福祉法人のように施
設整備は原則想定されないことを踏まえ、社会福祉法人のよ
うな国庫補助金等特別積立金の会計処理は規定していない。

• 社会福祉連携推進業務貸付・借入に係る勘定科目を設けると
ともに、貸付金増減や残高の内容を明らかにするため注記、
附属明細書を規定した。



１法人で将来に立ち向かうよりも、連携・協働することで、地域ニーズへの対応力を格段に向上できる。
人口減少等が進む中、地域をより良くするためのプラットフォームとなることを期待。

地域共生社会への対応

➜ 好事例を収集し、関係者の参考となるよう、積極的な情報発信が必要。

社会福祉連携推進法人の設立

同じ思いを持つ法人同士が連携し、創意工夫のある取組を・・・
①できるところから、②小さく始めて、③大きく育てていく!

◍ 地域共生社会の実現に向け、包括的な支援体制を構築する
ため、種別を超えた連携強化の必要性

経営基盤強化の必要性

◍ 人口減少、共同体機能の脆弱化といった地域ニーズの変化
に対応して、法人の持続可能な経営基盤を確保する必要性

今後の事業展開を考える上での
選択肢の一つ

社会福祉連携推進法人に期待すること
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ご清聴ありがとうございました。


